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資料１

役 ⫋ 名 県 名 Ặࠉ名 (�PDLO 7HO 務ඛ 務ඛఫᡤ

支部㛗 㸫 平⏣㐨᠇ PKLUDWD#KLURVKLPD�X�DF�MS 082�424�6862 ᗈᓥ大学大学㝔ᩍ⫱学研究⛉ ࠛ739�8524  ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ1┠1�1

㫽 ྲྀ 㔝ὠຌ ND]XQRWVX#QV�F\JQXV�DF�MS 0858�26�1811（代） 㫽ྲྀ▷ᮇ大学 ྜྷᕷ⚟ᗞ854ࠉ682�8555ࠛ

ᓥ ᰿ ☾部⨾ὠᏊ P�LVREH#PDWVXH�X�VKLPDQH�DF�MS 0852�20�0245 ᓥ᰿県❧大学▷ᮇ大学部 ᯇỤᕷᮌ7�24�2ࠉ690�0044ࠛ

ᒣ ཱྀ ᓥ⏣Ꮚ VKLPDGD#\DPDJXFKL�SX�DF�MS 083�928�2519 ᒣཱྀ県❧大学 ᒣཱྀᕷᱜ␊3�2�1ࠉ753�8502ࠛ

大ୗᕷᏊ RVKLWD#\DVXGD�X�DF�MS 082�878�9915 Ᏻ⏣ዪᏊ大学 ࠛ731�0153  ᗈᓥᕷᏳబ༡༊Ᏻᮾ6�13�1

ᮃ᭶てる代 WPRFKL]#KLURVKLPD�X�DF�MS 082�424�7170 ᗈᓥ大学大学㝔ᩍ⫱学研究⛉ ࠛ739�8524  ᮾᗈᓥᕷ㙾ᒣ1┠1�1

Ἑ⏣ဴ NDZDWDW#FF�RND\DPD�X�DF�MS 086�251�7677 ᒸᒣ大学大学㝔ᩍ⫱学研究⛉ ࠛ700�8530  ᒸᒣᕷὠᓥ中3�1�1

⳥Ọⱱྖ NLNXQDJD#SRVW�QGVX�DF�MS 086�252�5471 ΎᚰዪᏊ大学࣒ࢲト࣮ࣝࣀ ࠛ700�8516  ᒸᒣᕷ༊ఀ⚟⏫2�16�9

㤶 ᕝ ⬟Ⓩཎⱥ代 QRWRKDUD#NMF�DF�MS 0877�49�8043 㤶ᕝ▷ᮇ大学 ࠛ769�0201  㤶ᕝ県⥤ḷ㒆Ᏹከὠ⏫一␒10␒ᆅ

ឡ  ᭤⏣Ύ⥔ PDJDWD#HG�HKLPH�X�DF�MS 089�927�9502 ឡ大学ᩍ⫱学部 ࠛ790�8577  ᯇᒣᕷᩥி⏫3␒

㧗 ▱ ᕝཱྀ㡰Ꮚ NDZDJXWL#FF�NRFKL�ZX�DF�MS 088�873�2645 㧗▱ዪᏊ大学⏕ά⛉学部 ࠛ780�8515  㧗▱ᕷỌ国ᑎ⏫5�15

ᚨ ᓥ ᯇୗ⣧Ꮚ PDWXVLWD#WRNXVKLPD�EXQUL�X�DF�MS 088�602�8088 ᚨᓥᩥ理大学 ࠛ770�8514  ᚨᓥᕷᒣᇛ⏫すഐ♧

役 ⫋ 名 Ặࠉ名 ᡤࠉᒓ (�PDLO

ᮡᒣᑑ⨾ 県❧ᗈᓥ大学 VXJL\DPD#SX�KLURVKLPD�DF�MS

ᕝ┿ ᗈᓥ大学 LPDNDZD#KLURVKLPD�X�DF�MS

会ィ幹事 ᶓ⏣᫂Ꮚ ᗈᓥ大学 \RNRWD#KLURVKLPD�X�DF�MS

ᗢ務幹事 ᮌୗ⍞✑ ᗈᓥ大学 NLQRVLWD#KLURVKLPD�X�DF�MS

（社）日本家政学会中国・四国支部平成22・23年度支部役員名簿

ᗈ ᓥ

ᒸ ᒣ

事ࠉ┘
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資料䠎

務ඛ

ఫᡤ

7(/・)$;

(�PDLO

㤶ᕝ大学ᩍ⫱学部

ࠛ760�8522  㧗ᯇᕷᖾ⏫1�1

7(/・)$; 087�832�1513

(�PDLO NDWR#HG�NDJDZD�X�DF�MS

ឡ大学ᩍ⫱学部

ࠛ790�8577  ᯇᒣᕷᩥி⏫3␒

7(/・)$; 089�927�9503

(�PDLO NDQHNR#HG�HKLPH�X�DF�MS

Ᏻ⏣ዪᏊ大学

ࠛ731�0153  ᗈᓥᕷᏳబ༡༊Ᏻᮾ6�13�1

7(/ 082�878�9474     )$;  082�878�9534

(�PDLO NXVXQRNL#\DVXGD�X�DF�MS

ᓥ᰿大学ᩍ⫱学部

ᯇỤᕷすᕝὠ⏫1060ࠉ690�8504ࠛ

7(/・)$; 0852�32�6350

(�PDLO WWHWVX\D#HGX�VKLPDQH�X�DF�MS

㬆㛛ᩍ⫱大学学校ᩍ⫱学部

ࠛ772�8502  㬆㛛ᕷ㬆㛛⏫㧗ᓥᏐ中ᓥ748

7(/・)$; 088�687�6572

(�PDLO IXNXL#QDUXWR�X�DF�MS

㧗▱大学ᩍ⫱学部

ࠛ780�8520  㧗▱ᕷ᭖⏫2┠5␒1ྕ

7(/・)$; 088�844�8421

(�PDLO NDVHLP#FF�NRFKL�X�DF�MS

ࠉ

県ࠉ名

㤶ࠉᕝ

ឡࠉ

ᗈࠉᓥ

ᓥࠉ᰿

（社）日本家政学会中国・四国支部代議員名簿（平成22・23年度）

加⸨ࡁࡺࡳ

㔠Ꮚ┬Ꮚ

Ặࠉ名

᳃⏣⨾బ

⚟代

㧗ᶫဴஓ

ᴋࠉ幹Ụ

ᚨࠉᓥ

㧗ࠉ▱

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�

今川 真治�



資料䠏

␒ྕ 䚷学䚷名 ᶵ㛵ᖿ 㻱㻙㼙㼍㼕㼘 ṇ会員ᩘ

㻝 㫽ྲྀ▷ᮇ学 㔝ὠຌ 㼗㼍㼦㼡㼚㼛㼠㼟㼡㻬㼚㼟㻚㼏㼥㼓㼚㼡㼟㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻢

2 ᓥ᰿┴❧学▷ᮇ学部 ⸨ᒃ⏤㤶 㼥㻙㼒㼡㼖㼕㼕㻬㼙㼍㼠㼟㼡㼑㻚㼡㻙㼟㼔㼕㼙㼍㼚㼑㻚㼍㼏㻚㼖㼜 3

3 ᓥ᰿学ᩍ⫱学部 㧗ᶫဴஓ 㼠㼠㼑㼠㼟㼡㼥㼍㻬㼑㼐㼡㻚㼟㼔㼕㼙㼍㼚㼑㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻠

㻠 Ᏹ部䝣䝻䞁䝔䜱䜰学▷ᮇ学部 中ᮧᩔᏊ 㼍㼠㼟㼡㼗㼛㻬㼡㼎㼑㻙㼏㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻢

㻡 ᒣཱྀ┴❧学 ᯇᑿ㔞Ꮚ rmatsuo@yamaguchi-pu.ac.jp 㻣

㻢 ᒣཱྀ学ᩍ⫱学部 ᒣ本ၿ✚ 㼥㼛㼟㼔㼕㼦㼡㼙㻬㼥㼍㼙㼍㼓㼡㼏㼔㼕㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻣

㻣 㕥ᓟዪᏊ▷ᮇ学 ᒸ本ὒᏊ 㼛㼗㼍㼥㼛㼡㻬㼟㼡㼦㼡㼓㼍㼙㼕㼚㼑㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻝

㻤 ẚᒣ学▷ᮇ学部 ᯞᘅ⍣Ꮚ 㼑㼐㼍㼔㼕㼞㼛㼥㻬㼔㼕㼖㼕㼥㼍㼙㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 3

㻥 ᗈᓥዪ学㝔学⏕ά⛉学部 ᑠ㔝⫱㞝 㼛㼚㼛㻬㼓㼍㼕㼚㼑㼟㻚㼔㼖㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻣

㻝㻜 ┴❧ᗈᓥ学 す⏣ಙ⏨ 㼚㻙㼚㼕㼟㼕㼐㼍㻬㼜㼡㻙㼔㼕㼞㼛㼟㼔㼕㼙㼍㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻝㻜

㻝㻝 ᗈᓥ学ᩍ⫱学部 㕥ᮌ᫂Ꮚ 㼟㼡㼦㼡㼍㼗㼕㻬㼔㼕㼞㼛㼟㼔㼕㼙㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻝2

㻝2 ᗈᓥᩥ学ᅬ学・▷ᮇ学 ⿱Ꮚ 㼥㻙㼕㼙㼍㼕㻬㼔㼎㼓㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻤

㻝3 ᗈᓥᩥᩍዪᏊ学 ᮌᮧ␃⨾ 㼞㼗㼕㼙㼡㼞㼍㻬㼔㻙㼎㼡㼚㼗㼥㼛㻚㼍㼏㻚㼖㼜 3

㻝㻠 ⚟ᒣ学⏕ᰤ㣴⛉学⛉ ᮌᮧᏳ⨾ 㼗㼕㼙㼡㼞㼍㻬㼒㼡㼎㼍㼏㻚㼒㼡㼗㼡㼥㼍㼙㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 3

㻝㻡 ⚟ᒣᕷ❧ዪᏊ▷ᮇ学 ᒣ本ⓒྜᏊ 㼥㼍㼙㼍㼙㼛㼠㼛㻬㼒㼡㼗㼡㼥㼍㼙㼍㻙㼖㼏㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻥

㻝㻢 Ᏻ⏣ዪᏊ学 ୗᕷᏊ 㼛㼟㼔㼕㼠㼍㻬㼥㼍㼟㼡㼐㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻤

㻝㻣 ᒸᒣ┴❧学ಖ⚟♴学部 ᒣୗᗈ⨾ 㼥㼍㼙㼍㼟㼔㼕㼠㻬㼒㼔㼣㻚㼛㼗㼍㻙㼜㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 3

㻝㻤 ᒸᒣ学㝔学 ᯇୗ䚷⮳ 㼕㼙㼍㼠㼟㼡㼟㼔㻬㼛㼣㼏㻚㼍㼏㻚㼖㼜 2

㻝㻥 ᒸᒣ学ᩍ⫱学部 ᮤ
䜲䚷䜻䝵䞁䜴䜷䞁

䚷⎆ 㼘㼑㼑㼗㼣㻬㼏㼏㻚㼛㼗㼍㼥㼍㼙㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻢

2㻜 ᕝᓮ་⒪⚟♴学 㛗㔝㝯⏨ 㼚㼍㼓㼍㼚㼛㼠㻬㼙㼣㻚㼗㼍㼣㼍㼟㼍㼗㼕㻙㼙㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻠

2㻝 䛟䜙䛧䛝స㝧学 㔝፬⨾Ꮚ 㼛㼔㼚㼛㻬㼗㼟㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻢

22 ᒣ㝧学ᅬ▷ᮇ学 㝰ඖ⨾㈗Ꮚ 㼔㼍㼚㼍㼗㼛㻬㼟㼓㼡㼏㻚㼍㼏㻚㼖㼜 2

23 ᑵᐇ▷ᮇ学 ᒸ本ᕫᜨᏊ 㼛㼗㼍㼙㼛㼠㼛㻬㼟㼔㼡㼖㼕㼠㼟㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 3

2㻠 中国学ᅬ学・中国▷ᮇ学 Ᏹ㔝ಖᏊ 㼥㼡㼚㼛㻬㼏㼖㼏㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻠

2㻡 䢅䡬䢀䢕䡼䢚䢍ΎᚰዪᏊ学 ᅧ本䛒䜖䜏 㼗㼡㼚㼕㼙㼛㼠㼛㻬㼜㼛㼟㼠㻚㼚㼐㼟㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻣

2㻢 ⨾స学・ྠ▷ᮇ学部 ᑠᒣிᏊ 㼗㼛㼥㼍㼙㼍㻬㼙㼕㼙㼍㼟㼍㼗㼍㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻡

2㻣 㤶ᕝ▷ᮇ学 ⬟Ⓩཎⱥ௦ 㼚㼛㼠㼛㼔㼍㼞㼍㻬㼗㼖㼏㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻠

2㻤 㤶ᕝ学ᩍ⫱学部 ຍ⸨䜏䜖䛝 㼗㼍㼠㼛㻬㼑㼐㻚㼗㼍㼓㼍㼣㼍㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻢

2㻥 ឡ学ᩍ⫱学部 㔠Ꮚ┬Ꮚ 㼗㼍㼚㼑㼗㼛㻬㼑㼐㻚㼑㼔㼕㼙㼑㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻣

3㻜 ᯇᒣᮾ㞼▷ᮇ学 ሯᬸᖾ 㼚㼛㼠㼟㼡㼗㼍㻬㼟㼔㼕㼚㼛㼚㼛㼙㼑㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻝㻝

3㻝 㧗▱学ᅬ▷ᮇ学 ᑠすᩥᏊ 㼗㼛㼚㼕㼟㼔㼕㻬㼗㼛㼏㼔㼕㻙㼓㼏㻚㼍㼏㻚㼖㼜 2

32 㧗▱ዪᏊ学⏕ά⛉学部 ᕝཱྀ㡰Ꮚ kawaguti@cc.kochi-wu.ac.jp 㻣

33 㧗▱学ᩍ⫱学部 ⏣ᮧᏊ 㼗㼛㼠㼍㼙㼡㻬㼗㼛㼏㼔㼕㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻠

3㻠 四国学⏕ά⛉学部・▷ᮇ学部 ᳜⏣⨾ 㼗㼍㼦㼡㼙㼕㻙㼡㼑㼠㼍㻬㼟㼔㼕㼗㼛㼗㼡㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜 㻝㻢

3㻡 ᚨᓥᩥ⌮学ே㛫⏕ά学部・▷ᮇ学部 ᯇୗ⣧Ꮚ 㼙㼍㼠㼡㼟㼕㼠㼍㻬㼠㼛㼗㼡㼟㼔㼕㼙㼍㻚㼎㼡㼚㼞㼕㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻌 㻝㻜

3㻢 㬆㛛ᩍ⫱学学ᰯᩍ⫱学部 㔠䚷㈆ᆒ
䜻䝮䝆䝵䞁䜼䝳䞁

㼗㼕㼙㻬㼚㼍㼞㼡㼠㼛㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻌 㻣

（社）日本家政学会中国・四国支部䚷ᶵ㛵ᖿ名簿（平成22年度）

今川 真治�



（社）日本家政学会中国・四国支部規約 新旧対照表

旧 新

（社）日本家政学会中国・四国支部規約 （社）日本家政学会中国・四国支部規約

本支部規約は，（社）日本家政学会定款を基にして定める． 本支部規約は，（社）日本家政学会定款を基にして定める．

（名称） （名称）
第１条 本支部は，（社）日本家政学会中国・四国支部と称する． 第１条 本支部は，（社）日本家政学会中国・四国支部と称する．

（目的） （目的）
第２条 本支部は，支部における家政学並びに家政学教育に関する研究の 第２条 本支部は，支部における家政学並びに家政学教育に関する研究の

推進と普及を目的とする． 推進と普及を目的とする．

（事業） （事業）
第３条 本支部は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う． 第３条 本支部は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う．

（１） 研究発表会の開催 （１） 研究発表会の開催
（２） 講演会，講習会の開催 （２） 講演会，講習会の開催
（３） その他必要な事業 （３） その他必要な事業

（会員） （会員）
第４条 本支部会員は，中国・四国地方に勤務地又は自宅住所のある学会 第４条 本支部会員は，中国・四国地方に勤務地又は自宅住所のある学会

会員とする． 会員とする．

（事務所） （事務所）
第５条 本支部の事務所は，原則として支部長の勤務所に置く． 第５条 本支部の事務所は，原則として支部長の勤務所に置く．
（役員） （役員）
第６条 本支部に次の役員を置く． 第６条 本支部に次の役員を置く．

支部長 １名 支部長 １名
常任幹事 １１名 常任幹事 １１名
機関幹事 ４５～５５名 機関幹事 ３０～４０名
庶務幹事 １～２名 庶務幹事 １～２名
会計幹事 １～２名 会計幹事 １～２名
監事 ２名 監事 ２名

（役員の選出） （役員の選出）
第７条 支部役員の選出は，次によって行う． 第7条 支部役員の選出は，次によって行う．

（１） 支部長，常任幹事及び監事は，支部会員の中から選出し， （１） 支部長，常任幹事及び監事は，支部会員の中から選出し，
支部総会の承認を受けなければならない． 支部総会の承認を受ける．

（２） 支部長は，庶務幹事，会計幹事を指名し，常任幹事会の承 （２） 支部長は，庶務幹事，会計幹事を指名し，常任幹事会の承
認を受けなければならない． 認を受ける．

（３） 機関幹事は，各機関において選出する． （３） 機関幹事は，各機関において選出する．

資料４



資料４（社）日本家政学会中国・四国支部規約 新旧対照表（続き）

旧 新
（役員の職務） （役員の職務）

第８条 支部役員の職務は，次のとおりとする． 第８条 支部役員の職務は，次のとおりとする．
（１） 支部長は，支部を代表し，会務を統括する． （１） 支部長は，支部を代表し，会務を統括する．
（２） 常任幹事は，支部業務を審議し，執行する． （２） 常任幹事は，支部業務を審議し，執行する．
（３） 機関幹事は，各機関を代表し，これを統括する． （３） 機関幹事は，各機関を代表し，これを統括する．
（４） 庶務幹事は，支部の庶務を担当する． （４） 庶務幹事は，支部の庶務を担当する．
（５） 会計幹事は，支部の会計を担当する． （５） 会計幹事は，支部の会計を担当する．
（６） 監事は，支部の業務及び財産の状況を監査する． （６） 監事は，支部の業務及び財産の状況を監査する．

（役員の任期） （役員の任期）
第９条 支部役員の任期は，２年とし，継続して就任する場合は２期を限 第９条 １．支部役員の任期は，２年とし，継続して就任する場合は２期

度とする．支部役員の就任時期は，本部役員の就任に準ずる． を限度とする．支部役員の就任時期は，本部役員の就任に準ずる．
２ 支部役員が任期途中で交替する時は，後任者の任期は前任者の ２．支部役員が任期途中で交代する時は，後任者の任期は前任者の

残任期間とする． 残任期間とする．

（役員の解任）
第10条 役員については，支部総会の決議によって解任することができる．

（会議） （会議）
第１０条 支部総会は，年１回支部長が召集し，支部の重要事項について 第11条 １．支部総会は，年１回支部長が召集し，支部の重要事項につい

決議する． て決議する．
２ 支部常任幹事会並びに機関幹事会は，支部長が召集し，支部長 ２．支部常任幹事会並びに機関幹事会は，支部長が適宜召集し，

が議長となる． 支部長が議長となる．
（会計） （会計）
第１１条 支部の会計は，本部からの交付金，その他によりまかなう． 第12条 １．支部の会計は，本部からの交付金，その他によりまかなう．

２ 会計年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる． ２．会計年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる．

（事業計画及び予算）
第13条 支部の事業計画及び予算については，別途定める様式にて学会理

事会に報告するものとする．

（事業報告及び決算）
第14条 支部の事業報告及び決算については，別途定める様式にて学会理

事会に報告するものとする．

（規程の改正） （規程の改正）
第１２条 本規約の改正は，支部総会の議を経て決定し，本部理事会に報 第15条 本規約の改正は，支部総会の議を経て決定し，本部理事会に報告

告する． する．

附則 附則
この規約は，昭和５７年５月２３日から施行する． １．この規約は，昭和５７年５月２３日から施行する．
２．改正 昭和５９年５月２７日 ２．改正 昭和５９年 ５月２７日

平成１１年１０月３日 平成１１年１０月 ３日
平成１６年１０月３日 平成１６年１０月 ３日

３． この規約の実施にかかわる細部に関しては，別に定める内規 平成２２年１０月１０日
による． ３．この規約の実施にかかわる細部に関しては，別に定める内規に

よる．



資料５

（社）日本家政学会中国・四国支部内規

１．支部規約第７条に基࡙き，本支部役員の選出は，次のとおりとする．

１）支部長

（１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，支部長ೃ⿵者３名௨内を選出する．

（２）常任幹事会は，選ᣲ⟶理ጤ員会をᵓ成して，会員のᢞ⚊に基࡙いて，支部長ೃ⿵者の

中から支部長１名を選出する．たࡔし，ྠᩘᚓ⚊の場合は，年長者をもっててる．

（３）選ᣲ⟶理ጤ員会は，支部長選出の⤖ᯝを総会に報告し，承認を受ける．

２）常任幹事

常任幹事は，各┴の機関幹事又は機関幹事経㦂者の中から選出する．たࡔし，員ᩘは，ᒸ

ᒣ・ᗈᓥ┴は各２名，その他の┴は１名ずつとする．

３）機関幹事

機関幹事は，原則として，学会会員３名௨ୖを᭷する機関において１名選出する．

４）庶務幹事，会計幹事

庶務幹事，会計幹事は，支部長が指名し，常任幹事会の承認を受ける．

５）監事

監事は，機関幹事会において選出し，総会の承認を受ける．

２．理事⿕選ᣲேの選出は，次のとおりとする．

（１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，理事⿕選ᣲேೃ⿵者を推⸀する．

（２）常任幹事会は，選ᣲ⟶理ጤ員会をᵓ成して正会員のᢞ⚊に基࡙いて，理事⿕選ᣲேೃ⿵

者の中から�名を選出する．たࡔし，ྠᩘᚓ⚊の場合は，年長者をもっててる．

（３）選出の方ἲは，別に定めるࠕ理事⿕選ᣲே選出方ἲに関する⏦し合わࠖࡏによる．

（４）選ᣲ⟶理ጤ員会は，理事⿕選ᣲே選出の⤖ᯝを総会に報告し，承認を受ける．

３．代議員ೃ⿵者の選出は，次のとおりとする．

（１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，代議員ೃ⿵者７名を推⸀する．

（２）常任幹事会は，選ᣲ⟶理ጤ員会をᵓ成して正会員のᢞ⚊に基࡙いて，代議員ೃ⿵者の中

から７名を選出する．たࡔし，ྠᩘᚓ⚊の場合は，ึ任者，年㱋ᒙを⪃៖しててる．

（３）選出の方ἲは，別に定めるࠕ代議員ೃ⿵者選出方ἲに関する⏦し合わࠖࡏによる．

（４）選ᣲ⟶理ጤ員会は，代議員ೃ⿵者選出の⤖ᯝを総会に報告し，承認を受ける．

４．本支部役員の任務は，次のとおりとする．

１）支部長は，支部を代表し，会務を統括する．

２）常任幹事は，各┴の機関幹事を代表して常任幹事会をᵓ成し，支部長を⿵బして，支部業

務を審議・執行する．また，常任幹事会は，支部長に事ᨾあるときはその職務を代行する．

３）機関幹事は，機関幹事会をᵓ成して支部の重要事項について審議し，会務を執行する．

４）監事は，支部の業務及び財産の状況を監査する．



５．代議員の任務は，総会に出ᖍして審議事項を議決する．また，本部役員選ᣲの選ᣲேになる．

⏦し合わࡏ事項

１．支部長は，常任幹事又は代議員（当ศの間，平成��年��月�日改定௨前のホ議員をྵめる．）

並びにこれらの経㦂者の中から選出する．たࡔし，他支部選出の役員経㦂者は，これにヱ当し

ないものとする．

２．理事⿕選ᣲேは，代議員（当ศの間，平成��年��月�日改定௨前のホ議員をྵめる．）を１期

௨ୖ経㦂し，ୟつ支部役員を�期௨ୖ経㦂した者の中から５名を選出する．

３．ྠ୍ேが支部長，理事⿕選ᣲே及び代議員ೃ⿵者の」ᩘに選出ࡉれた場合のඃඛ㡰は，支

部長，理事⿕選ᣲே，代議員ೃ⿵者とする．

４．役員ೃ⿵者は，就任時（�月�日）の年㱋が‶��ṓ௨ୗの者とする．

５．学会会員である旧支部長は，㢳ၥとしてฎ㐝する．

６．機関幹事は，新年度当ึ��月中�に，所ᒓ機関の会員名⡙と機関幹事名を支部長に報告する．

７．常任幹事会は，㏻常年１回開くが，支部長が必要と認めるときは，⮫時に召集することがで

きる．

８．機関幹事会は，㏻常年１回開くが，支部長が必要と認めるときは，⮫時に召集することがで

きる．

９．支部長が必要と認めるときには，代議員・常任幹事合ྠ会議を開くことができる．

��．代議員・常任幹事・監事は，機関幹事とව務することができる．

��．常任幹事は，代議員及び監事とව務することはできない．

��．支部長に事ᨾあるときは，支部長の所ᒓする┴の常任幹事は常任幹事会をᣍ集して議長とな

り，事後の支部㐠Ⴀについて審議する．

��．代議員にḞ員またはቑ員を⏕ࡌた場合，常任幹事会で審議する．

施行 昭和��年�月��日

改定 昭和��年�月��日

昭和��年��月��日

昭和��年��月�日

平成��年��月�日

平成��年�月��日

平成��年��月�日



資料㸴

（社）日本家政学会中国・四国支部理事⿕選ᣲே選出方ἲに関する⏦し合わࡏ

１．理事⿕選ᣲேの選出について

（社）日本家政学会役員選出規程第 7条に基࡙き,支部会員ᩘを基にᣨศẚにより算出ࡉ

れた理事⿕選ᣲே選出ᩘ 5名を選出する.
２．選出の方ἲについて

１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，代議員（当ศの間，平成 14年 10月 6日改定௨

前のホ議員をྵめる．）を１期௨ୖ経㦂し，ୟつ支部役員を 2期௨ୖ経㦂した者をೃ⿵者と

して推⸀する.
２）本支部正会員は，ᢞ⚊要㡿に基࡙いてᢞ⚊し，理事⿕選ᣲேを選出する．

３．ᢞ⚊要㡿について

ᢞ⚊の㒔度，ୗグのにならって定める．



資 料㸵

（社）日本家政学会中国・四国支部代議員ೃ⿵者選出方ἲに関する⏦し合わࡏ

１．代議員ೃ⿵者の選出について

（社）日本家政学会代議員及び支部長➼選出規程第 2条に基࡙き,支部会員ᩘを基にᣨศẚ

により算出ࡉれた代議員選出ᩘ 7名を選出する.
２．選出の方ἲについて

１）常任幹事会は，本支部正会員の中から，年㱋ᒙ，ᑓ㛛ศ㔝，地ᇦ（┴，中国地方，四国

地方）➼を⪃៖してೃ⿵者 7名を推⸀する.
２）本支部正会員は，ᢞ⚊要㡿に基࡙いてᢞ⚊し，代議員ೃ⿵者を選出する．

３．ᢞ⚊要㡿について

ᢞ⚊の㒔度，ୗグのにならって定める．



資料䠔

平成22年9᭶19日⌧ᅾ
ᅇ 年ḟ 担当県 会ࠉࠉࠉሙ 担当校

発会式 29 ᗈᓥ ᗈᓥ大 ᗈᓥ大

1 30 ᒣཱྀ ᒣཱྀዪ▷大 ᒣཱྀዪ▷大

2 30 㧗▱ 㧗▱ዪ大 㧗▱ዪ大・㧗▱大

3 31 ᓥ᰿ ᓥ᰿大 ᓥ᰿大･県❧ᓥ᰿ዪ▷大

4 32 ᚨᓥ ᚨᓥ大 ᚨᓥ大

5 33 ᒸᒣ ᒸᒣ大 ᒸᒣ大

6 34 ឡ ឡ大 ឡ大

7 35 ᗈᓥ ᗈᓥዪ大 ᗈᓥዪ大・ᗈᓥዪ学㝔大▷大

8 36 㫽ྲྀ 㫽ྲྀ大 㫽ྲྀ大

9 37 㤶ᕝ 㤶ᕝ大 㤶ᕝ大

10 38 ᒣཱྀ ᒣཱྀ大 ᒣཱྀ大・ᒣཱྀዪ▷大・Ᏹ部▷大

11 39 㧗▱ 㧗▱ዪ大 㧗▱ዪ大

12 40 ᒸᒣ 㺧㺎㺢㺷㺞㺼㺯Ύᚰዪ大 㺧㺎㺢㺷㺞㺼㺯Ύᚰዪ大・5大学

13 41 ᓥ᰿ ᓥ᰿大 ᓥ᰿大･県❧ᓥ᰿ዪ▷大

14 42 ᚨᓥ ᚨᓥዪ大・四国ዪ大 ᚨᓥዪ大・四国ዪ大・ᚨᓥ大

15 43 ᗈᓥ ᗈᓥᩥዪ▷大 ᗈᓥᩥዪ▷大

16 44 ឡ ᯇᒣᮾ㞼▷大 ᯇᒣᮾ㞼▷大

17 45 ᒣཱྀ Ᏹ部▷大 Ᏹ部▷大・ᒣཱྀ大・ᒣཱྀዪ▷大

18 46 ᒸᒣ ⨾సዪ大 ⨾సዪ大

19 47 㤶ᕝ 㤶ᕝ県᫂ၿ▷大 㤶ᕝ県᫂ၿ▷大ࠉ

20 48 ᗈᓥ ᗈᓥዪ学㝔大▷大 ᗈᓥዪ学㝔大▷大・大ୗ学ᅬዪ▷大･ẚᒣዪ▷大

21 49 ᗈᓥ ᗈᓥ大ᩍ⫱（⚟ᒣ） ᗈᓥ大ᩍ⫱（⚟ᒣ）

22 50 㧗▱ 㧗▱大 㧗▱大・㧗▱ዪ大・㧗▱学ᅬ▷大

23 51 㫽ྲྀ 㫽ྲྀᕷ⚟♴ᩥ会㤋 㫽ྲྀ大・㫽ྲྀዪ▷大

24 52 ᒸᒣ ᒸᒣ大 ᒸᒣ大

25 53 ᚨᓥ ᚨᓥ県㒓ᅵᩥ会㤋 四国ዪ大･ᚨᓥ大･ᚨᓥᩥ理大

26 54 ᗈᓥ ᗈᓥ大学校ᩍ⫱ ᗈᓥ大学校ᩍ⫱・㕥ᓟዪ▷大

27 55 ឡ ⪷㺔㺞㺶㺣ዪ▷大 ⪷㺔㺞㺶㺣ዪ▷大・ឡ大･ᯇᒣᮾ㞼▷大･᫂ᚨ▷大

28 56 ᓥ᰿ ᓥ᰿大 ᓥ᰿大･県❧ᓥ᰿ዪ▷大

29 57 ᒣཱྀ ᒣཱྀዪ大 ᒣཱྀዪ大・ᒣཱྀ大・Ᏹ部▷大

30 58 㤶ᕝ ୖᡞ学ᅬዪ▷大 ୖᡞ学ᅬዪ▷大・㤶ᕝ大･㤶ᕝ県᫂ၿ▷大･㤶ᕝ▷大

31 59 ᒸᒣ 中国▷大 ᒸᒣ県ୗ大学（30࿘年グᛕ）

32 60 ᗈᓥ Ᏻ⏣ዪ▷大 Ᏻ⏣ዪ▷大・ᩥᩍዪ大▷大･ᒣ㝧ዪ▷大

33 61 㧗▱ 㧗▱ዪ大 㧗▱ዪ大・㧗▱学ᅬ▷大･㧗▱大

34 62 㫽ྲྀ 㫽ྲྀ大 㫽ྲྀ大・㫽ྲྀዪ▷大

35 63 ឡ ឡ大
ឡ大・ᯇᒣᮾ㞼▷大･⪷㺔㺞㺶㺣ዪ▷大・
᫂ᚨ▷大

36 平1 ᒸᒣ ᒸᒣዪ▷大 ᒸᒣዪ▷大・⚄ᡞዪ大℩ᡞ▷大･ᒣ㝧学ᅬ▷大

37 2 ᚨᓥ ᚨᓥ県㒓ᅵᩥ会㤋 ᚨᓥ大･四国ዪ大･ᚨᓥᩥ理大・㬆㛛ᩍ⫱大

38 3 ᗈᓥ ⚟ᒣᕷ❧ዪ▷大 ⚟ᒣᕷ❧ዪ▷大

39 4 ᒣཱྀ ᒣཱྀ大 ᒣཱྀ大

40 5 ᒸᒣ ᑵᐇ▷大 ᑵᐇ▷大

（社）日本家政学会中国・四国支部　総会・研究発表会担当校一覧表



ᅇ 年ḟ 担当県 会ࠉࠉࠉሙ 担当校

41 6 㤶ᕝ 㤶ᕝ▷大
㤶ᕝ大ᩍ㸪㎰・㤶ᕝ▷大･㤶ᕝ県᫂ၿ▷大･
℩ᡞ内▷大

42 7 ᓥ᰿ ᓥ᰿県❧ዪ▷大 ᓥ᰿県❧ዪ▷大・ᓥ᰿大

43 8 ឡ ᯇᒣᮾ㞼ዪ大･▷大
ᯇᒣᮾ㞼ዪ大▷大・᫂ᚨ▷大・
ឡ大･⪷㺔㺞㺶㺣ዪ▷大

44 9 ᗈᓥ ᗈᓥ大 ᗈᓥ大ᩍ⫱･ᗈᓥ大学校ᩍ⫱

45 10 㧗▱ 㧗▱大 㧗▱大・㧗▱ዪ大・㧗▱学ᅬ▷大

46 11 ᚨᓥ ᚨᓥᩥ理大･四国大 ᚨᓥ大･ᚨᓥᩥ理大･四国大

47 12 ᒸᒣ ᒣ㝧学ᅬ▷大 ᒣ㝧学ᅬ▷大

48 13 ᒣཱྀ Ᏹ部▷大 Ᏹ部▷大

49 14 㫽ྲྀ 㫽ྲྀ▷大 㫽ྲྀ▷大・㫽ྲྀ大

50 15 ᗈᓥ 県❧ᗈᓥዪᏊ大 県❧ᗈᓥዪᏊ大

51 16 㤶ᕝ 㤶ᕝ大学ᩍ⫱学部 㤶ᕝ大学㎰学部

52 17 ឡ 大学ࢼリࢱ࢝⪷
ឡ大・⪷㺔㺞㺶㺣大▷大部・ᯇᒣᮾ㞼大・
ᯇᒣᮾ㞼▷大

53 18 ᒸᒣ ᒸᒣ大
ᒸᒣ大・࣮ࣀト࣒ࣝࢲΎᚰዪᏊ大・
⨾స大・ྠ▷ᮇ大学部

54 19 ᓥ᰿ ᯇỤࢧࣝࢸ ᓥ᰿県❧大▷大・ᓥ᰿大

55 20 ᗈᓥ Ᏻ⏣ዪᏊ大学 Ᏻ⏣ዪᏊ大学・ẚᒣ大学▷ᮇ大学部

56 21 㧗▱ 㧗▱会㤋 㧗▱ዪᏊ大学・㧗▱大学・㧗▱学ᅬ▷ᮇ大学

57 22 ᒣཱྀ ᒣཱྀ県❧大学
ᒣཱྀ県❧大学・ᒣཱྀ大学・
Ᏹ部ࢸࣥࣟࣇ大学▷ᮇ大学部

58 23 ᚨᓥ 㬆㛛ᩍ⫱大学 㬆㛛ᩍ⫱大学

59 24 ᒸᒣ

60 25 㤶ᕝ

総会・研究発表会担当校一覧（続き）



資料䠕

ᅇ 発会 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

年度 S29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

支部㛗名

ᗈᓥ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ
ᒣཱྀ ۑ ۑ ۑ
㧗▱ ۑ ۑ ۑ
ᓥ᰿ ۑ ۑ ۑ
ᚨᓥ ۑ ۑ ۑ
ᒸᒣ ۑ ۑ ۑ ۑ
ឡ ۑ ۑ ۑ
㫽ྲྀ ۑ ۑ
㤶ᕝ ۑ ۑ

ᅇ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

年度 S57 58 59 60 61 62 63 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

支部㛗名

ᗈᓥ ۑ ۑ ۑ ۑ ࠐ
ᒣཱྀ ۑ ۑ ۑ ࠐ
㧗▱ ۑ ۑ ࠐ
ᓥ᰿ ۑ ࠐ
ᚨᓥ ۑ ۑ ࠐ
ᒸᒣ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ࠐ
ឡ ۑ ۑ ۑ
㫽ྲྀ ۑ ۑ
㤶ᕝ ۑ ۑ ۑ ࠐ

▼ ᕝ  ⾜ ᘯ

ᒸࠉࠉୖࠉࠉㄔࠉࠉᏊ Ὀ Ꮚࠉୖ ⁁ ⟄ࢆࡉࡲ 大 ᆤ ࢟ ࢧ 㔝ཱྀ ୕Ꮚ ྜྷᒸΎᏊ

ᒾ㔜༤ᩥ 平⏣㐨᠇

㸦♫㸧᪥ᮏᐙᨻᏛ୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊ࠉ⥲࣭◊✲Ⓨ⾲ᢸᙜ┴୍ぴ⾲
平成22年9᭶22日⌧ᅾ

℩ அ ཱྀࠉス ࣑

ᑠ 㔝  ㅬ  ᒣ ⏣  㒔 一 బ ⸨ࠉᏔ 㑻 ⏣ ᮧࠉဏ Ụ ᮡ ཎࠉ㯪 Ꮚ



支部総会・研究発表会担当県の割当方式

昭和 59年 4月 1日

この方式によれば，42年間に 41回担当┴を決める

ことができる．

担 当 㢖 度会員学ᩘ┴ 名

６年間に１回担当１２ᗈ ᓥ

１０ᒸࠌ ᒣ

９年間に１回担当５ᒣ ཱྀ

４㤶ࠌ ᕝ

４ឡࠌ 

12年間に１回担当３ᚨ ᓥ

３㧗ࠌ ▱

14年間に１回担当２㫽 ྲྀ

２ᓥࠌ ᰿

４５計
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┴ ᶵ㛵ᩘ

㫽ྲྀ 㻝 資料㻝㻝
ᓥ᰿ 2

ᒣཱྀ 3

ᗈᓥ 㻝㻜

ᒸᒣ 㻝㻜

㤶ᕝ 2

ឡ 2

㧗▱ 3

ᚨᓥ 3

ィ 3㻢

ᅇ 㻠㻥 㻡㻜 㻡㻝 㻡2 㻡3 㻡㻠 㻡㻡 㻡㻢 㻡㻣 㻡㻤 㻡㻥 㻢㻜 㻢㻝 㻢2 㻢3 㻢㻠 㻢㻡 㻢㻢 㻢㻣 㻢㻤 㻢㻥 㻣㻜 㻣㻝 㻣2 㻣3 㻣㻠 㻣㻡 㻣㻢 㻣㻣 㻣㻤 㻣㻥 㻤㻜

ᶵ㛵ᩘ 年度 ┤๓ᅇ 㻴㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 2㻜 2㻝 22 23 2㻠 2㻡 2㻢 2㻣 2㻤 2㻥 3㻜 3㻝 32 33 3㻠 3㻡 3㻢 3㻣 3㻤 3㻥 㻠㻜 㻠㻝 㻠2 㻠3 㻠㻠 㻠㻡

ᗈᓥ 㻝㻜 㻝㻛㻡 㻡㻡 䖃 䕿 䕿 䕿 䕿

ᒸᒣ 㻝㻜 㻝㻛㻡 㻡㻥 䖃 䕿 䕿 䕿 䕿

㤶ᕝ䡡ឡ 2㻗2㻩㻠 㻝㻛㻣 㻡㻢㻖 䕿 䖃 䕿 䕿 䕿 䕿

㫽ྲྀ䡡ᓥ᰿ 㻝㻗2㻩3 㻝㻛㻝㻜 㻡2㻖㻖 䕿 䖃 䕿 䕿 䕿

ᒣཱྀ 3 㻝㻛㻝㻜 㻡㻣 䖃 䕿 䕿

ᚨᓥ 3 㻝㻛㻝㻜 㻡㻤 䖃 䕿 䕿

㧗▱ 3 㻝㻛㻝㻜 㻡㻢 䖃 䕿 䕿

33㻛3㻡

㻝3

33

2㻝3

㻖㻌㻡㻢㻩㻔㻡2㻗㻢㻜㻕㻛2
㻖㻖㻡2㻩㻔㻠㻥㻗㻡㻠㻕㻛2

ṇ会員ᩘ

㻢

㻣

2㻜

㻢㻠

㻠2

㻝㻜

㻝㻤



Sent: Thursday, February 25, 2010 8:06 PM

Subject: 常任幹事のࡳなࡉまのࡈ┦ㄯ

年の支部会開催┴であるのᒣཱྀ┴の支部会実行ጤ員会から，ୗグの┦ㄯがありましたࠋ

************************************************************

1．ཧຍ㈝について

開催地がᒣཱྀであるということでࠊ交㏻㈝の関ಀからཧຍ者がᑡなくなることがヰ㢟となりࠊ

ཧຍ㈝➼をᏳくタ定するのはうかというពぢがでましたࠋ

ᚑ᮶支部会のཧຍ㈝はࠊ正会員１５００ࠊ学⏕会員３００ࠊ㠀会員２０００ࠊ要

᪨集代１０００とタ定ࡉれていましたがࠊ࠼ば正会員５００ࠊ学⏕会員ࠊ㠀会員につ

いては０ࠊ要᪨集５００とすることはྍ⬟でしࡻうか㸽

の経῭状況から学⏕会員からのཧຍ㈝をᚩするのは㞴しいのではというពぢもあり

ましたࠋまた㞄᥋㡿ᇦの方をおㄏいしཧຍしてもらうことでࠊ家政学会のᗈ報にもなるとい

うពぢもありましたࠋ

２．研究発表について

研究発表についてはࠊᚑ᮶演者は正会員あるいは学⏕会員に限るということになっていまし

たがࠊඹྠ研究においてはࠊ演者は㠀会員でも発表できるようにするというのはྍ⬟でしࡻ

うか㸽 学㝔⏕➼の場合にはࠊධ会は経῭的な㈇担をకいますのでࠊとりあ࠼ず発

表できる場をసることでࠊᑗ᮶の会員ቑにもつながるのではという理⏤ですࠋ

実行ጤ員会としてはࠊできるࡔけཧຍ者をቑࡸしࠊάẼある会にしたいという⪃࠼からࠊ

௨ୖをࡈ┦ㄯ⏦しୖࡆますࠋ

************************************************************

重要な内ᐜの┦ㄯなので，常任幹事のࡳなࡉまにࡈ┦ㄯࡏࡉていたࡔきたいと⪃࠼ましたࠋ

支部長として，ࡈᥦの㊃᪨であるཧຍ者をቑࡸしάẼある会にしたいという⪃࠼は，こ

のᥦの࣓ࣜࢺࢵとして理解できますࠋ

まず，１．ཧຍ㈝について，会計幹事に会計的なことを☜認したとこࢁ，支部から会ᰯ

の⿵ຓ金をቑࡸすわけではないので，こので㉥Ꮠにならないのであれば，実行ྍ⬟な

というわけではないということでしたࠋ

資料��



資料��

しかし，庶務幹事，会計幹事をྵめこのᥦについて⪃࠼たのですが，いったࢇこのを認

めると，ᒣཱྀの次の会௨㝆のཧຍ㈝の決定にもきなᙳ㡪を及ࡰすであࢁうとᛮいますࠋ

ᒣཱྀ会のཧຍ㈝は前としない，ということでこのを認めたとしても，ࡸはり，

ᒣཱྀの次の会௨㝆で，ཧຍ㈝を⌧状にᡠすと，それは，支部会員からはཧຍ㈝の್ୖࡆと

受けྲྀられてしまうྍ⬟ᛶはྰ定できまࠋࢇࡏ

したがって，支部長としては，⌧時Ⅼでᛴいでこのを認めることにྰ定的な⪃࠼をもって

いますࠋ

２．の㠀会員を演者にすることについては，௨前からそのような議ㄽはあったようにグ᠈し

ていますࠋそして，これは，１．の㠀会員のཧຍ㈝を↓料にすることとも㐃ືしているとᛮ

いますࠋ

たしかに，このⅬは議ㄽのవ地はあるとᛮうのですが，なࡐ，そのようになっていないかと

いう理⏤の୍つは，学会本部の国会の方㔪にあわࡏているということですࡈࠋᏑࡌのと

おり，国会では発表演者は会員（正会員・学⏕会員）に限定ࡉれ，㠀会員は発表

できまࠋࢇࡏ㠀会員がඹྠ発表者になるためにはⓏ㘓料が必要で，このかに会にཧຍす

る場合はཧຍ㈝（正会員より㧗い）が必要ですࠋ

学会理事会でもこのⅬがヰ㢟になるのですが，ኚ᭦にはいたっていまࠋࢇࡏそして，このよ

うなことについて，支部と本部とで㐪いがあってもいいかうかは本部に☜認する必要があ

るとᛮいますࠋ

（このⅬについては後日の理事会で☜認したとこࢁ，本部と支部とで㐪いがあってもかまわ

ないとのことでした）

௨ୖのことから，支部長としては，回の実行ጤ員会からのࡏっかくのࡈᥦですが，１．

２．ともに⌧時Ⅼでは認められない，という回⟅をするということを原と⪃࠼ましたࠋ

たࡔし，重要なၥ㢟なので，回の回⟅は回⟅として，常任幹事会の議㢟にして，もうᑡし

時間をかけて᳨ウすることにしたいとも⪃࠼ていますࠋ


